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みど:り年金 確定拠出年金 (個人型)
加入形態 | 任意加入 任意加入 任意加入

…

積立方式 積立方式 積立方式

紹漬リカ民と搬

確定拠出 (保険料建て)保

険料+運用益を元に年金額

算出

確定給付 (給付建て)

確定拠出 (掛金建て)

各個人の責任において資産

運用 (指示)を 行い、その

運用実績に応じて給付額が

決定

鐵

国民年金の第 1号被保険者
(20～59歳)で 60日以上

農業に従事

国民年金の第 1号被保険者
(20～59歳)で 60日以上

農業に従事

。国民年金の第 1号被保険

者 (20～59歳 )
。国民年金の第2号被保険

者 (60歳未満の厚生年金

の被保険者で企業年金制

度がなく、企業型年金未

加ス編野)

国庫によ:る

保険料助成

有/政 策支援者に保険料の

一部を国が助成し、経営

継承要件を満たせば年金

化

な し な し

重複カュ入の可否

みどり年金とも確定拠出年

金とも重複カロ入できない

確定拠出年金との動 日入

は可能

農年との重複加入は不可

みどり年金との重複加入は

可能       」

農年との重複加入は不可

年金等の種類

1.   
鮭 )

65歳 支給開始 160歳 ま

で繰上覗 80歳 まで保

証付)

2.特 例付加年金 (終身)

次の3要件を満たすと支

給
・60歳 までに20年 以上の

保険料納付済期間 ・カラ

期間有り
。原貝165歳 となること(65

歳まで繰上可能)
。経営継承により農業を営

む者でなくなること

老齢年金

1.1口 日 165歳開始終身

2麟 )
。A型 (保証期間 15年 )

・B型 (保証期間なし)

2.2日 日以降 終 身 2種 類

+確 定 3種 類)
。A型 、B型 (上記)

・I型 (65歳開始 。15年 )

・Ⅱ型 (65歳開女台・10年)
。Ⅲ型 160歳開始 。15年 )

老齢給付金

1 .牲

(5年以上 20年 以下の

有期年金か終身年金)

2.一 時金

加入期間に応じて受給開

始できる年齢が規程遅く

とも 70歳 までに受給開

女台しないと一時金で給付



…

みどり年金 確定拠出年金 (個人型)

死亡給付の有無

有/(死 亡一時金)

80歳 までであれ|よ年金

支給開始の前後とも、死

亡時から80歳 時までに

支給予定の年金の現価相

当額

1.A型

有/(遺 族一時金)
。年金支給開始前は保証期

間に対応する積立金相当

額
。開始後は、保証期間の残

存期間にかかる年金現価

相当額

2.I・ Ⅱ・Ⅲ型

有/(遺 族一時金)
。年金支給開始前は積立金

相当額

・開始後は、保証期間の残

存期間にかかる年金現価

相当額

3.B型 なし

有/(死 亡一時金)

死亡した者にかかる年金

資産 (持分)の 額に基づ

く

始 開女辞判齢 原則65歳

は 給可能)

65歳 (Ⅲ型のみ60歳 )付

加年金については繰上支給

あり

60～ 70歳

0日入期間による)

払込方法 月払 。前納 月払 ・前納 。一括 月払

社斜 験

「'岬

の税制

船

全額所得控除対象

(年804,000円限度)

全 獅 陥 腔 除対象

(年816,000円 限度、確定

拠出年金との重複の場合は

合計額)

全額所得控除対象
(年816,000円限度、みど

り今%釜との動 の場許争は

合計額/運 用時は、積立

金に特別法人税課税)

牲 公的年金等控除の対象 公的年金等控除の対象 公的年金等控除を適用

‐時金 死亡時の一時金は全額非課

税

死亡時の一時金は全額非課

税

死亡時の一時金はみなし

相続財産として相続税課

税 (退職手当金等の非課税

枠利用可)

鋼 句 帆 i■l

任意脱退はいつでも可能脱

退=時 金はなく、年金で支

給

農業者年金加入などの法定

脱退を除き、任意脱退はで

きない

脱退=時 金はなく、年金で

支給

農業者年金加入などの法定

脱退を除き、原則として中

途脱退 ・中途引出はできな

い

増 ・減額 ・型変更等

保険料額変更可 (毎月可)

ただし、政策支援対象期間

については、保険料の増額

不可

2日 日以降増口・減口可能

(毎月可能) 拠出額の変更 ・中断は可能

(参考 :新農業者年金加入推進の手引き/農 業者年金基金)


